
JP 2009-110918 A5 2010.10.7

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第１区分
【発行日】平成22年10月7日(2010.10.7)

【公開番号】特開2009-110918(P2009-110918A)
【公開日】平成21年5月21日(2009.5.21)
【年通号数】公開・登録公報2009-020
【出願番号】特願2008-52785(P2008-52785)
【国際特許分類】
   Ｈ０５Ｂ  41/24     (2006.01)
   Ｈ０２Ｍ   7/48     (2007.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０５Ｂ  41/24    　　　Ｋ
   Ｈ０２Ｍ   7/48    　　　Ｇ

【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対向配置された一対の発光用電極を有するバルブ部及び該バルブ部の両端にバルブ部と
一体に形成された前記電極に接続される導体を含むシール部を備えた発光管、前記シール
部の一方に前記発光管からの光を一方向に反射させる主反射鏡、並びに前記シール部の他
方に前記反射鏡よりも小さく、前記主反射鏡と対向する向きに配設された第二反射鏡から
なる高圧放電灯を交流点灯するために、前記一対の電極に交流電流を供給するための交流
電力供給手段を備えた高圧放電灯点灯装置において、
　前記交流電力供給手段によって供給される交流電流について、前記主反射鏡側の電極か
ら前記第二反射鏡側の電極に向かって流れる電流（以下、「第１の電流」という）の電流
時間積が、前記第二反射鏡側の電極から前記主反射鏡側の電極に向かって流れる電流（以
下、「第２の電流」という）の電流時間積よりも大きいことを特徴とする高圧放電灯点灯
装置。
【請求項２】
　請求項１記載の高圧放電灯点灯装置において、前記正負非対称交流電流が矩形波からな
り、前記第１の電流の波高値が前記第２の電流の波高値よりも高い高圧放電灯点灯装置。
【請求項３】
　請求項１記載の高圧放電灯点灯装置において、前記正負非対称交流電流が矩形波からな
り、前記第１の電流の時間幅が前記第２の電流の時間幅よりも長い高圧放電灯点灯装置。
【請求項４】
　請求項１記載の高圧放電灯点灯装置において、前記正負非対称交流電流が矩形波からな
り、前記第１の電流の波高値が前記第２の電流の波高値よりも高く、かつ、前記第１の電
流の時間幅が前記第２の電流の時間幅よりも長い高圧放電灯点灯装置。
【請求項５】
　請求項１記載の高圧放電灯点灯装置において、前記正負非対称交流電流が半サイクル内
で電流値が所定の傾斜で増加する三角波であり、前記第１の電流の傾斜が前記第２の電流
の傾斜よりも小さい高圧放電灯点灯装置。
【請求項６】
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　請求項１記載の高圧放電灯点灯装置において、前記第１の電流をＩ１、前記第２の電流
をＩ２とし、点灯中のランプ電圧ＶＡ、ＶＢ（ＶＡ＜ＶＢ）における前記電流Ｉ１及びＩ
２のそれぞれの電流時間積をＩｔ１Ａ、Ｉｔ２Ａ、Ｉｔ１Ｂ、Ｉｔ２Ｂとした場合、Ｉｔ
１Ｂ／Ｉｔ２Ｂ＜Ｉｔ１Ａ／Ｉｔ２Ａを満たす高圧放電灯点灯装置。
【請求項７】
　請求項１記載の高圧放電灯点灯装置において、前記一対の電極が各電極専用の熱容量の
異なる非対称電極からなり、該非対称電極に仮に正負対称交流電流を印加したならば該非
対称電極間の温度分布が各電極の熱容量の差に起因して不均一となる高圧放電灯を交流点
灯するための高圧放電灯点灯装置。
【請求項８】
　請求項１記載の高圧放電灯点灯装置において、前記正負非対称交流電流が間欠的に前記
正負対称交流電流に挿入される高圧放電灯点灯装置。
【請求項９】
　対向配置された一対の発光用電極を有するバルブ部を備えた発光管及び該発光管に付設
される部材からなるとともに該部材が該一対の電極に対して非対称配置され、該一対の電
極に仮に正負対称交流電流を印加したならば該一対の電極間の温度分布が該非対称配置に
起因して不均一となる高圧放電灯を交流点灯する高圧放電灯点灯装置であって、
　前記一対の電極に正負非対称交流電流を供給するための交流電力供給手段を備え、
　前記正負非対称交流電流について、正負対称交流電流を印加したならば低温側となる電
極から高温側となる電極に向かって流れる電流（以下、「第１の電流」という）の電流時
間積が、前記高温側となる電極から前記低温側となる電極に向かって流れる電流（以下、
「第２の電流」という）の電流時間積よりも大きい高圧放電灯点灯装置。
【請求項１０】
　請求項１又は９記載の高圧放電灯点灯装置、前記高圧放電灯並びに該高圧放電灯点灯装
置及び該高圧放電灯を収容する筐体からなる光源装置。
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